
久米島町農業委員会　TEL：098-985-7134お問い合わせ

税務課　TEL：098-985-7127納付に関するご相談・お問合せ

農業委員会総会（許認可業務の審査会）が開催されました。
町農業委員会では９月25日久米島町役場において、令和6年度第6回農業委員会総会を開催し、申請のあ
りました案件を審議しました。

①農地法第３条の規定による許可申請 → ３件 審議の結果許可されました。
②農地法第５条の規定による許可申請 → ２件 審議の結果許可されました。
非農地証明願い → １件 審議の結果許可されました。

　久米島町では税の公平・公正を確保するため、
11月と12月を「徴収強化月間」として、沖縄県と共
に地方税（住民税・固定資産税等）の納付推進を強化
しています。
　地方税の滞納は町の財政を圧迫し、町民サービス
に支障をきたすことにもなりかねません。そのた
め、町では収入や財産がありながら地方税を納付し
ない滞納者に対しての滞納処分（差押等）を強化して
います。
　よりよい町民生活を支えていくためにも、納付期
限内に自主的に納めましょう。また、納期限までに
納めないと延滞金が加算されます。ご注意くだ
さい。

許可申請書及び届出等の申請締め切り日 →　11月15日(金)
令和６年度第８回（11月）農業委員会総会の開催日 →　11月25日(月)

申請についてご不明点等がありましたら、農業委員会事務局まで連絡お願いします。

農業委員会だより

11月・12月は地方税の徴収強化月間です！！

●納税の催告（催告文書、電話催告、自宅や勤務先への訪問）
●財産調査（官公署、金融機関への調査）
●滞納処分（預貯金、給与、不動産及び自動車等の差押）

地方税の納め忘れはありませんか？

【取組内容】
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